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「日本遺産」に追加認定された「荒波を越えた男たちの夢が紡い
だ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～」のストーリーを構成す
る泉佐野市の文化財等を紹介します。

問合先　文化財保護課

　日本遺産「北前船寄港地」の構成文化財には指定さ
れていませんが、関連のある文化財を番外編として紹
介します。
　元町の旧海岸線沿いの民有地にある「奉納灯と狛犬」
は未指定文化財で、現在元町町会が管理されています。
海の神様を祀ることから、地元では「竜神さん」と呼
ばれています。
　佐野町場の鎮守である春日神社の祭りは、漁業の安
全と大漁を願って行われる「ふとん太鼓」（太鼓台）と
呼ばれる夏祭りですが、かつて、その祭りで春日神社
の神輿が新町、春日町、元町、野出町、大西町、本町
の御旅所を巡る「神輿渡御（みこしとぎょ）」の名残
を留める史跡であり、昔の海はこのあたりまで砂浜が
あったことを今に示しています。

 日本遺産・北前船文化を巡る⑬
～番外編・奉納灯と狛犬～

　

４
月
に
泉
佐
野
市
は
市
制
75
周

年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
節
目
を
記

念
し
、
本
コ
ー
ナ
ー
で
は
泉
佐
野

の
近
代
化
へ
の
歩
み
に
つ
い
て
数

回
に
わ
た
り
紹
介
し
ま
す
。

　

慶
応
３
（
１
８
６
７
）
年
、
王

政
復
古
に
よ
り
江
戸
幕
府
に
代
わ

る
明
治
新
政
府
が
誕
生
し
、
日
本

は
西
洋
の
制
度
や
文
化
を
取
り
入

れ
た
「
近
代
国
家
」
へ
の
道
を
歩
み

始
め
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来

の
幕
藩
体
制
か
ら
の
脱
却
の
た
め

に
政
府
は
多
く
の
改
革
を
矢
継
ぎ

早
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
影
響
は
当
時
の
泉
佐
野
の
人
び

と
の
生
活
に
も
大
き
く
及
び
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
、今
回
は
、

泉
佐
野
の
町
村
制
施
行
ま
で
の
経

過
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

幕
末
期
、
泉
佐
野
市
域
の
村
々
は

旗
本
の
知
行
地
（
鶴
原
村
）、
京
都

守
護
職
松
平
容
保
の
役
知
（
上
瓦
屋

村
、
中
庄
村
、
岡
本
村
、
樫
井
村
）、

そ
し
て
岸
和
田
藩
岡
部
美
濃
守
長
職

領
地
（
佐
野
村
は
じ
め
９
ヵ
村
）
に

わ
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

中
、
明
治
新
政
府
は
地
方
行
政
を
円

滑
に
行
う
た
め
、
地
方
制
度
の
改
正

に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
の
廃
藩
置

県
・
府
県
改
革
を
経
て
、
泉
佐
野
市

域
は
全
て
堺
県
の
管
轄
下
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
行
政
制
度
の
改
編
と

並
行
し
、
末
端
行
政
組
織
の
改
編
も

 「
泉
佐
野
の
近
代
化
①
」

い
ず
み
さ
の
昔
と
今 

第
328
回

　

▲地租改正反別帳（泉
佐野市教育委員会所蔵）

激
し
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
政
府
は
戸

籍
編
成
の
単
位
と
し
て
従
来
の
村
に

か
え
て
区
を
制
定
す
る
と
と
も
に
各

区
に
戸
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
明
治

５
（
１
８
７
２
）
年
２
月
、
和
泉
国

は
25
区
に
分
け
ら
れ
、
日
根
郡
は
５

区
78
ヵ
村
と
な
り
ま
し
た
。
泉
佐
野

は
第
21
・
22
区
に
含
ま
れ
て
お
り
、

第
21
区
は
中
庄
村
を
は
じ
め
と
し
た

24
ヵ
村
、
第
22
区
は
大
木
村
や
佐
野

村
を
含
む
13
ヵ
村
で
す
。
し
か
し
こ

の
区
制
は
不
同
が
多
く
、
結
局
明
治

７
（
１
８
７
４
）
年
１
月
に
大
区
小

区
制
が
実
施
さ
れ
、
和
泉
は
３
大
区

14
小
区
に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
佐
野
村
の
場
合
、
第
３
大
区

３
小
区
６
番
組
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
11
（
１
８
７
８
）
年

７
月
、
政
府
は
郡
区
町
村
編
成
法
を
発

布
し
、
府
県
の
下
部
組
織
と
し
て
郡
・

区
―
町
村
を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
に

伴
い
、堺
県
で
は
、同
13
（
１
８
８
０
）

年
４
月
、
従
来
の
区
画
が
廃
さ
れ
る

と
と
も
に
堺
区
と
他
に
９
郡
が
置
か

れ
、
日
根
郡
は
南
部
と
と
も
に
岸
和

田
に
郡
役
所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
い
で
明
治
14
（
１
８
８
１
）
年

２
月
、堺
県
が
大
阪
府
に
統
合
さ
れ
、

こ
こ
で
よ
う
や
く
泉
佐
野
が
大
阪
府

下
に
置
か
れ
ま
す
。
行
政
組
織
も
安

定
し
て
き
た
明
治
17
（
１
８
８
４
）

年
、
戸
長
が
公
選
か
ら
府
知
事
の
任

命
に
改
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
数
ヵ

村
一
連
合
と
し
て
地
方
末
端
組
織
の

再
編
成
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
結

果
、
例
え
ば
佐
野
村
は
第
24
戸
長
役

場
に
、
大
木
村
は
第
28
戸
長
役
場
に

属
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
紆
余
曲
折
を
経
て
、
明

治
21
（
１
８
８
８
）
年
４
月
、
政
府

が
市
町
村
制
を
発
布
し
、
つ
い
に
翌

年
４
月
よ
り
大
阪
府
下
に
お
い
て
も

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
泉

佐
野
で
も
旧
村
の
合
併
が
行
わ
れ
よ

う
や
く
本
市
域
の
旧
来
の
姿
と
な

り
、
こ
こ
に
変
動
の
激
し
か
っ
た
地

方
行
政
組
織
も
安
定
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

明
治
の
は
じ
め
に
書
か
れ
た
書
類

な
ど
を
見
る
と
、
数
年
ご
と
に
行
政

区
画
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
現
代
の
我
々
か
ら
見
る
と

史
料
の
作
成
年
が
推
定
で
き
る
の
で

あ
り
が
た
い
で
す
が
、
当
時
の
人
び

と
に
と
っ
て
は
い
い
迷
惑
だ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

奉納灯と狛犬
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